
秋田県委託事業：令和 8 年度秋田県介護職員処遇改善加算等取得促進事業 無 料
介護事業所の皆様へお知らせ

介護事業所の皆様へお知らせ
処遇改善加算の未取得の事業主の方
上位加算取得をご検討している事業主の方

ぜひ、ご相談ください！

（公財）介護労働安定センター秋田支部では、秋田県の委託事業

として、県内の介護事業所が「介護職員等処遇改善加算」の新規取得や

上位区分の取得を希望する場合、そのサポートとして個別相談を実

施します。

また、令和8年度介護報酬臨時改定等を含めた内容についても、

ご相談をお受けいたします。

なお、取得促進のための事業主向けセミナーも2回開催することと

しておりますので、皆様のご利用をお待ちしております。

主な実施事業

１．取得促進セミナーの開催

オンラインで2回開催予定（後日決定予定）

２．個別相談（簡易相談・専門相談）

専門家による電話（メール）又は対面、オンラインでご相談を

いたします。

【お問合せ・お申込み先】  公益財団法人 介護労働安定センター秋田支部

〒010-1412 秋田市御所野下堤5-1-1 秋田県中央地区老人福祉総合エリア内 

TEL.018－853－5177 FAX.018－853 ー5178 担当：小嶋、大野



FAX 018-853-5178

FAX 018-853-5178
（公財）介護労働安定センター 秋田支部宛 申込日： 年 月 日

令和8年度処遇改善加算等取得相談申込書
1．現在の取得状況
（どちらかに〇印）

1  未取得 2  取得済み
現加算区分（取得済の場合はご記載ください）

2．相談方法の選択
（1か2の下欄に○  

印を記入）
1

簡易相談（電話）
2

専門相談（対面又はオンライン）

※30分程度 ※1  〜2時間程度

※「簡易相談（電話）」は、
①当センターが日程調整をいたします。
②実施日当日はセンターでお知らせした所定の時間
にコンサルタントへお電話をおかけください。

3．個別専門 
相談の実施

（日時の設定、訪問・

オンラインの希望

のほか、相談前に

専門コンサルタン

トへの書類等の事

前提出をお願いす

る場合がございま

す。）

専門
相談

専門相談（対面・オンライン：希望制）

訪問・対面相談
（コンサルタントが訪問）

オンライン相談
（コンサルタントとZOOM面談）

ご
相
談
希
望
内
容

これまでの取得状況・今後の上位加算の希望内容や、コンサルタントへの相談内容等を簡単に記

入ください。

個別相談
希望日時

令和 年 月 日（ ） 午前・午後 時頃

4．セミナー
（後日日程決定）

当センターでは、8年度内に処遇改善加算取得に関するセミナーを開催（オンラインで年2回）
いたします。日程が決まり次第、ご案内差し上げますので、参加ご希望の方は下記に〇印をご記入
願います。

・希望する
（後日案内チラシを送付いたします。）

・希望しない

無 料

法人名 所在地  〒

事業所名

サービス種類 職員数（概数）

相談希望者 役職 氏名

TEL ー ー FAX ー ー

メールアドレス ＠

お申込
方法

1．介護労働安定セン
ターへのお申込み

2．専門コンサルタントとの
ご相談（下記1・2選択）
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